
 

平成29年度 栗駒山火山防災協議会幹事会 

 

次     第 

 

                     日時：平成29年7月12日(水) 15時30分～17時00分 

                     場所：かんぽの宿一関 ３階 コミュニティルーム 

１ 開会 

２ 挨拶 

３ 議事 

 (1) 栗駒山火山防災協議会規約の一部改正について 

 (2) 栗駒山の火山活動状況について 

 (3) 平成29年度栗駒山火山防災に係る取組について 

 (4) 栗駒山火山ハザードマップ（マグマ噴火編）の作成方針について 

 (5) 平成30年度以降の栗駒山火山防災に係る取組について 

４ その他 

 (1) 現地調査について 

 (2) その他 

５ 閉会 

 〇 資料一覧 
  【資料１】栗駒山火山防災協議会規約の一部改正について 
  【資料２】栗駒山火山防災協議会規約（改正後） 
  【資料３】栗駒山の火山活動状況について 
  【資料４】栗駒山の火山機上観測結果について 
  【資料５】平成 29 年度栗駒山火山防災に係る取組について 
  【資料６】栗駒山完新世（約１万年以内）のマグマ噴火実績調査の現状と方針 
  【資料７】平成 30 年度以降の栗駒山火山防災に係る取組（案） 
  【資料８】栗駒山火山防災協議会現地調査概要 



職　　名 氏　　　名 職　　名 氏　　　名

岩手大学 名誉教授 齋　藤　徳　美 出

岩手大学地域防災研究センター 客員教授 土　井　宣　夫 出

岩手県立大学 教授 伊　藤　英　之 欠

東北大学 名誉教授 浜　口　博　之 出

東北大学大学院理学研究科 教授 三　浦　　　哲 欠

秋田大学 教授 林　　　信太郎 欠

秋田大学 教授 大　場　　　司 欠

茨城大学 教授 藤　縄　明　彦 欠

岩手県総務部総合防災室 室長 石　川　義　晃 出

岩手県環境生活部自然保護課 総括課長 小笠原　　　誠 欠

岩手県県土整備部砂防災害課 総括課長 大久保　義　人 出

岩手県県南広域振興局総務部
一関総務センター

所長 鈴　木　俊　昭 代理 主任主査 今　野　勝　彦

岩手県警察本部警備部警備課 課長 乳　井　　　博 代理 災害対策係 藤　原　　　巧

一関市消防本部防災課 課長 佐　藤　幸　紀 出

一関市消防本部消防課 課長 阿　部　幸　男 出

一関市商工労働部商業観光課 課長 藤　倉　忠　光 出

宮城県総務部危機対策課 課長 千　葉　　　章 代理 主幹 佐　藤　康　弘

宮城県環境生活部自然保護課 参事兼課長 後　藤　　　敬 欠

宮城県土木部防災砂防課 課長 鈴　木　知　洋 代理 技術補佐（総括） 高　橋　裕　紀

宮城県北部地方振興事務所
栗原地域事務所総務部

副所長兼部長 米　倉　　　誠 欠

宮城県警察本部警備部警備課 課長 吉　田　　　貴 欠

栗原市総務部危機対策課 課長 伊　藤　利　男 出

栗原市産業経済部田園観光課 課長 加　藤　栄　悦 代理 主査 遊　佐　憲　也

栗原市消防本部警防課 課長 大　関　陽　悦 欠

秋田県総務部総合防災課 課長 土　田　　　元 代理 副主幹 増　村　伸　宏

秋田県生活環境部自然保護課 課長 髙　田　清　晃 欠

秋田県建設部河川砂防課 課長 小　野　久　喜 欠

秋田県雄勝地域振興局総務企画部 部長 奈　良　　　滋 代理 地域企画課長 藤　原　正　喜

秋田県警察本部警備部警備第二課 課長 阿　部　哲　也 欠

東成瀬村民生課 課長 冨　田　幸　市 代理 主任 後　藤　和　樹

湯沢市総務部総務課 総合防災室長 長　瀬　清　之 出

湯沢市産業振興部
観光・ジオパーク推進課

課長 沼　倉　　　誠 出

湯沢雄勝広域市町村圏組合
消防本部警防課

課長 高　橋　義　浩 出

栗駒山火山防災協議会幹事会　出席者名簿

機　　関　　名
委　　　　　　　　員 代　理　出　席　者

出欠

有識者

各県等関係機関



職　　名 氏　　　名 職　　名 氏　　　名
機　　関　　名

委　　　　　　　　員 代　理　出　席　者
出欠

東北地方整備局企画部 防災対策技術分析官 平　石　　　進 出

東北地方整備局河川部 広域水管理官 阿　部　富　雄 出

東北地方整備局
岩手河川国道事務所

総括地域防災調整官 吉　田　良　勝 出

東北地方整備局
北上川下流河川事務所

工事品質管理官 飯　田　　　学 欠

東北地方整備局
湯沢河川国道事務所

副所長 齋　藤　茂　則 出

仙台管区気象台 火山防災情報調整官 長谷川　嘉　彦 出

盛岡地方気象台 防災管理官 藤　原　政　志 代理 火山防災官 歳　桃　真　一

秋田地方気象台 防災管理官 松　岡　　　稔 欠

陸上自衛隊第９特科連隊 第３科長 嶋　崎　善　幸 欠

陸上自衛隊第21普通科連隊 第３科長 荒　巻　　　謙 代理 第２科情報幹部 佐　藤　文　俊

陸上自衛隊第22普通科連隊 第３科長 吉　留　誠志郎 代理 運用訓練幹部 坂　口　雅　亮

国土地理院東北地方測量部 防災情報管理官 小　林　勝　博 出

東北森林管理局
岩手南部森林管理署

次長 鈴　木　京　悦 欠

東北森林管理局
宮城北部森林管理署

次長 山　本　　　毅 出

東北森林管理局
秋田森林管理署湯沢支署

総括事務管理官 柳　谷　健　一 欠

（一社）一関観光協会 事務局長 菅　原　清　忠 出

（一社）栗原市観光物産協会 事務局長 高　橋　義　明 欠

（一社）湯沢市観光物産協会 事務局長 佐　藤　隆　康 欠

東成瀬村観光物産協会 事務局長 柳　　　龍　二 欠

防災危機管理担当課長 和　田　英　樹

主査 横　森　宅　弥

主事 内　記　恵　和

課長 新　井　瑞　穂 東北コンサルタント部　河川砂防課

係長 藤　田　浩　司 防災地質部　火山防災課

技師 岸　本　博　志 東北コンサルタント部　河川砂防課

国等関係機関

＜業務受託者＞

アジア航測㈱盛岡支店

岩手県総務部総合防災室

＜事務局（岩手県）＞



 

 

栗駒山火山防災協議会規約の一部改正について 

 

岩手県総務部総合防災室 

 

 

 平成 29年５月 29日付け総防第 342号によりお知らせしておりますが、標記規約について、書

面決議により下記の通り一部改正を行いましたので、報告します。 

記 

１ 趣旨 

 (1) 平成 29 年度の栗駒山ハザードマップの作成にあたり、マグマ噴火の噴火史解明に係る情報

等が不足していることから、栗駒山の剣岳溶岩等の調査・分析に取組んでいる火山専門家で

ある茨城大学藤縄明彦教授の研究成果や知見をハザードマップ作成に反映させるため、同教

授を新たに委員に加えるもの。 

 (2) 岩手大学土井宣夫教授の所属変更による所要の整備を行うもの。 

 

２ 内容 

(1) 別表第１（第３条関係）関係 

  ア （表中）法第４条第２項第７号 ※１趣旨(2)関係 

    修 正 前：土井宣夫教授（岩手大学） 

    修 正 後：土井宣夫 客員 教授（岩手大学 地域防災研究センター） 

  イ （表中）法第４条第２項第７号 ※１趣旨(1)関係 

    追  加：藤縄明彦教授（茨城大学） 

 (2) 別表第２（第７条及び第８条関係）関係 

  ア （表中）有識者（２行目）※１趣旨(2)関係 

    修 正 前：岩手大学 教授 土井 宣夫 

    修 正 後：岩手大学 地域防災研究センター 客員 教授 土井 宣夫 

  イ （表中）有識者（最終行への追加） ※１趣旨(1)関係 

    追  加：茨城大学 教授 藤縄 明彦 （岩手県部会） 

 

３ 施行日 

  平成 29 年５月 29 日 

【資料１】 



 
 

栗駒山火山防災協議会規約（改正後） 

 

 （設置） 

第１条 岩手県、宮城県及び秋田県（以下「３県」という。）並びに一関市、栗原市、湯沢市及び東成瀬村（以

下「関係市村」という。）並びに関係機関の連携を確立し、平時から栗駒山の噴火時の警戒避難体制の整備

に関する検討を共同で行うことにより、栗駒山の火山災害に対する防災体制の構築を推進するため、活動

火山対策特別措置法（昭和48年法律第61号。以下「法」という。）第４条第１項の規定により、栗駒山火山

防災協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 

 (１) 噴火シナリオ及び火山ハザードマップの作成に係る協議に関すること。 

 (２) 噴火警戒レベルの導入に係る協議に関すること。 

 (３) 避難計画の策定に係る協議に関すること。 

 (４) 火山防災マップの作成に係る協議に関すること。 

 (５) 法第５条第２項の規定による３県の地域防災計画の定めに対する意見に関すること。 

 (６) 法第６条第３項の規定による関係市村の地域防災計画の定めに対する意見に関すること。 

 (７) 火山の活動状況に係る情報共有に関すること。 

 (８) 観光客及び登山者に係る火山防災対策に関すること。 

 (９) 防災訓練の推進に関すること。 

 (10) 防災意識の啓発活動に関すること。 

(11) その他栗駒山の火山防災対策の推進に関すること。 

 

（協議会） 

第３条 協議会の委員は、別表第１に掲げる者により構成する。この場合において、同表法第４条第２項第

７号の項に規定する委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

２ 協議会に会長及び副会長を置く。 

３ 会長は、岩手県知事をもって充てる。 

４ 副会長は、宮城県知事及び秋田県知事をもって充てる。 

５ 会長は、会務を総理し、会議の議長となり、協議会を代表する。 

６ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。こ

の場合において、その職務を代理する順位は、次のとおりとする。 

  第１順位 宮城県知事 

  第２順位 秋田県知事 

 

 （協議会の招集等） 

第４条 協議会は、会長が招集する。 

２ 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。 

【資料２】 



 
 

 

 （協議会の運営） 

第５条 協議会は、委員の半数以上の出席により開催する。 

２ 協議会の協議事項は、出席した委員の過半数の同意をもって決する。 

３ 委員は、出席が困難であると認めるときは、その代理人を出席させることができる。 

４ 会長は、会議を開催せずに協議を求める必要があると認めるときは、書面による協議をもって、協議会

の開催に代えることができる。 

 

 （専決処分） 

第６条 会長は、次に掲げる場合には、その協議事項について、副会長の合意を得て、専決処分をすること

ができる。 

 (１) 協議会を招集するいとまがないとき。 

 (２) 軽微な事項について協議するとき。 

２ 会長は、前項の専決処分をしたときは、速やかに委員に報告しなければならない。 

 

 （幹事会） 

第７条 第２条の所掌事務の詳細な検討のため、協議会に幹事会を置く。 

２ 幹事会の幹事は、別表第２に掲げる者により構成する。 

３ 幹事会に幹事長及び副幹事長を置く。 

４ 幹事長は、岩手県総務部総合防災室長をもって充てる。 

５ 副幹事長は、宮城県総務部危機対策課長及び秋田県総務部総合防災課長をもって充てる。 

６ 幹事長は、会務を総理し、会議の議長となり、幹事会を代表する。 

７ 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき、又は幹事長が欠けたときは、その職務を代理

する。この場合において、その職務を代理する順位は、次のとおりとする。 

  第１順位 宮城県総務部危機対策課長 

  第２順位 秋田県総務部総合防災課長 

 

（各県部会） 

第８条 協議会の行う所掌事務について、各県ごとに検討するため、協議会に各県部会を置く。 

２ 各県部会の委員は、別表第２に掲げる者及び部会長が別に指名する者により構成する。 

３ 各県部会に部会長及び副部会長を置く。 

４ 部会長は次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者とし、副部会長は部会長が指名する者とする。 

 (１) 岩手県部会 岩手県総務部総合防災室長 

 (２) 宮城県部会 宮城県総務部危機対策課長 

 (３) 秋田県部会 秋田県総務部総合防災課長 

５ 部会長は、会務を総理し、会議の議長となり、各県部会を代表する。 

６ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

 



 
 

 （協議事項） 

第９条 協議会は、第２条に掲げる所掌事務及び規約の改正に関する事項について協議を行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、各県部会は、第２条第５号及び第６号に掲げる事項について協議を行うこと

ができる。この場合において、部会長は、当該協議を行った旨を協議会に報告しなければならない。 

 

 （準用） 

第10条 第４条から第６条までの規定は、幹事会及び各県部会に準用する。この場合において、当該各条中

「会長」とあるのは「幹事長」（各県部会に準用する場合にあっては、「部会長」）に、「委員」とあるのは

「幹事」（各県部会に準用する場合にあっては、「各県部会の委員」）に、「副会長」とあるのは「副幹事長」

（各県部会に準用する場合にあっては、「副部会長」）に読み替えるものとする。 

 

（作業部会） 

第11条 幹事会は、その定めるところにより、作業部会を置くことができる。 

２ 作業部会に作業部会長を置き、幹事長の指名する者をもって充てる。 

３ 作業部会長に事故があるときは、作業部会の委員のうちから幹事長があらかじめ指名する者がその職務

を代理する。 

 

（事務局） 

第12条 協議会及び幹事会の事務局は、岩手県総務部総合防災室に置く。 

２ 各県部会の事務局は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める機関に置く。 

 (１) 岩手県部会 岩手県総務部総合防災室 

 (２) 宮城県部会 宮城県総務部危機対策課 

 (３) 秋田県部会 秋田県総務部総合防災課 

 

（補足） 

第13条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

１ この規約は、平成28年３月29日から施行する。 

２ 栗駒山火山防災協議会規約（平成27年３月２日策定）は、廃止する。 

３ この規約は、平成28年10月31日から施行する。 

４ この規約は、平成29年５月29日から施行する。 

 

 



 
 

別表第１（第３条関係） 

区 分 委 員 

法第４条第２項第１号 岩手県知事、宮城県知事、秋田県知事、一関市長、栗原市長、湯沢市長、

東成瀬村長 

法第４条第２項第２号 仙台管区気象台長、盛岡地方気象台長、秋田地方気象台長 

法第４条第２項第３号 東北地方整備局長 

法第４条第２項第４号 陸上自衛隊第９特科連隊長、陸上自衛隊第21普通科連隊長、陸上自衛隊第

22普通科連隊長 

法第４条第２項第５号 岩手県警察本部長、宮城県警察本部長、秋田県警察本部長 

法第４条第２項第６号 一関市消防本部消防長、栗原市消防本部消防長、湯沢雄勝広域市町村圏組

合消防本部消防長 

法第４条第２項第７号 齋藤徳美名誉教授（岩手大学）、土井宣夫 客員 教授（岩手大学 地域防災研

究センター）、伊藤英之教授（岩手県立大学）、浜口博之名誉教授（東北大

学）、三浦哲教授（東北大学大学院理学研究科）、林信太郎教授（秋田大学）、

大場司教授（秋田大学）、藤縄明彦教授（茨城大学） 

法第４条第２項第８号 国土地理院東北地方測量部長、東北森林管理局岩手南部森林管理署長、東

北森林管理局宮城北部森林管理署長、東北森林管理局秋田森林管理署湯沢

支署長、（一社）一関観光協会会長、（一社）栗原市観光物産協会会長、（一

社）湯沢市観光物産協会会長、東成瀬村観光物産協会会長 

 

別表第２（第７条及び第８条関係） 

所 属 幹 事 
部会の委員 

岩手県部会 宮城県部会 秋田県部会 

有識者 岩手大学 名誉教授 齋藤 徳美 ○   

岩手大学 地域防災研究センタ

ー 客員 教授 

土井 宣夫 ○   

岩手県立大学 教授 伊藤 英之 ○   

東北大学 名誉教授 浜口 博之 ○   

東北大学大学院理学研究科  

教授 

三浦 哲 
 ○  

秋田大学 教授 林 信太郎   ○ 

秋田大学 教授 大場 司   ○ 

茨城大学 教授 藤縄 明彦 ○   

岩手県 岩手県総務部総合防災室 室長 ○   

岩手県環境生活部自然保護課 総括課長 ○   

岩手県県土整備部砂防災害課 総括課長 ○   

岩手県県南広域振興局総務部 

一関総務センター 

所長 
○   



 
 

岩手県警察本部警備部警備課 課長 ○   

一関市消防本部防災課 課長 ○   

一関市消防本部消防課 課長 ○   

一関市商工労働部商業観光課 課長 ○   

宮城県 宮城県総務部危機対策課 課長  ○  

宮城県環境生活部自然保護課 課長  ○  

宮城県土木部防災砂防課 課長  ○  

宮城県北部地方振興事務所栗 

原地域事務所総務部 
部長  ○  

宮城県警察本部警備部警備課 課長  ○  

栗原市総務部危機対策課 課長  ○  

栗原市産業経済部田園観光課 課長  ○  

栗原市消防本部警防課 課長  ○  

秋田県 秋田県総務部総合防災課 課長   ○ 

秋田県生活環境部自然保護課 課長   ○ 

秋田県建設部河川砂防課 課長   ○ 

秋田県雄勝地域振興局総務企 

画部 
部長   ○ 

秋田県警察本部警備部警備第 

二課 
課長   ○ 

東成瀬村民生課 課長   ○ 

湯沢市総務部総務課 総合防災室長   ○ 

湯沢市産業振興部観光・ジオパ

ーク推進課 
課長 

  
○ 

湯沢雄勝広域市町村圏組合消 

防本部警防課 
課長   ○ 

国関係 
東北地方整備局企画部 

防災対策技術

分析官 
○ ○ ○ 

東北地方整備局河川部 広域水管理官 ○ ○ ○ 

東北地方整備局岩手河川国道 

事務所 

総括地域防 

災調整官 
○   

東北地方整備局北上川下流河 

川事務所 

工事品質管理

官 
 ○  

東北地方整備局湯沢河川国道 

事務所 
副所長   ○ 

仙台管区気象台気象防災部 
火山防災情 

報調整官 
○ ○ ○ 

盛岡地方気象台 防災管理官 ○   



 
 

秋田地方気象台 防災管理官   ○ 

陸上自衛隊第９特科連隊 第３科長 ○   

陸上自衛隊第21普通科連隊 第３科長   ○ 

陸上自衛隊第22普通科連隊 第３科長  ○  

国土地理院東北地方測量部 
防災情報管 

理官 
○ ○ ○ 

東北森林管理局岩手南部森林 

管理署 
次長 ○   

東北森林管理局宮城北部森林 

管理署 
次長  ○  

東北森林管理局秋田森林管理 

署湯沢支署 

総括事務管理 

官 
  ○ 

観光関 

係 

（一社）一関観光協会 事務局長 ○   

（一社）栗原市観光物産協会 事務局長  ○  

（一社）湯沢市観光物産協会 事務局長   ○ 

東成瀬村観光物産協会 事務局長   ○ 

 

 

 

 



 

 

栗駒山火山防災協議会ハザードマップ作業部会設置要綱 

 

 （設置） 

第１条 栗駒山の火山ハザードマップの作成に係る検討のため、栗駒山火山防災協議会規約（平成28年３月

29日策定。以下「協議会規約」という。））第11条第１項の規定に基づき、栗駒山火山防災協議会にハザー

ドマップ作業部会（以下「作業部会」という。）を置く。 

 

（作業部会） 

第２条 作業部会の委員は、協議会規約別表第１法第４条第２項第７号の項に規定する者及び別表に規定す

る機関の実務上の担当者で構成する。 

 

 （作業部会の招集等） 

第３条 作業部会は、作業部会長が招集する。ただし、作業部会長が選任されていない場合にあっては、幹

事長が招集する。 

２ 作業部会長は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。 

 

 （報告） 

第４条 作業部会長は、その検討した事項について、必要に応じて、協議会又は幹事会に報告しなければな

らない。 

 

（事務局） 

第５条 作業部会の事務局は、岩手県総務部総合防災室に置く。 

 

附 則 

 この要綱は、平成28年３月29日から施行する。 

 

別表（第２条関係） 

岩手県総務部総合防災室、岩手県県土整備部砂防災害課、宮城県総務部危機対策課、宮城県土木部防災砂

防課、秋田県総務部総合防災課、秋田県建設部河川砂防課、一関市消防本部防災課、栗原市総務部危機対

策課、湯沢市総務部総務課、東成瀬村民生課、仙台管区気象台、盛岡地方気象台、秋田地方気象台、東北

地方整備局岩手河川国道事務所、東北地方整備局北上川下流河川事務所、東北地方整備局湯沢河川国道事

務所、国土地理院東北地方測量部 
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栗駒山の火山活動状況について（平成29年６月） 

仙 台 管 区 気 象 台 

地域火山監視・警報センター 
 

 
 

○ 活動概況 

・噴気など表面現象の状況（図１～２） 

大柳に設置している監視カメラによる観測では、噴気は認められませんでした。展望岩頭に設置

している監視カメラによる観測では、ゼッタ沢上流で弱い噴気が認められました。 

 

・地震や微動の発生状況（図３） 

火山性地震及び火山性微動は観測されませんでした。 
なお、栗駒山周辺では、「平成20年（2008年）岩手・宮城内陸地震」の余震域内で地震活動が続

いています。 

 

・地殻変動の状況（図４、図６） 
火山活動によると考えられる変化は認められませんでした。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

この資料は気象庁のほか、国土地理院、東北大学及び国立研究開発法人防災科学技術研究所のデータも

利用して作成しています。 

本資料中の地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の「数値地図50ｍメッシュ（標

高）」を使用しています（承認番号 平26情使、第578号）。

火山活動に特段の変化はなく、静穏に経過しており、噴火の兆候は認められません。 

噴火予報（活火山であることに留意）の予報事項に変更はありません。 

図１ 栗駒山 山頂周辺の状況（６月27日） 

・大柳（山頂の南東約20km）に設置している監視

カメラの映像です。 

栗駒山 

（須川岳） 

図２ 栗駒山 昭和湖及びゼッタ沢上流周辺の状

況（６月25日） 

・展望岩頭（昭和湖の南南西約900ｍ）に設置し

ている監視カメラの映像です。 

・破線赤丸で囲んだ部分がゼッタ沢上流の弱い噴

気です。 

・レンズに水滴が付着しています。 

昭和湖 

ゼッタ沢上流 

Administrator
スタンプ
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図３ 栗駒山 日別地震回数（2006年10月～2017年６月） 

・2006年10月12日から旧耕英観測点（山頂から南東約４km）で観測を開始しました。 
＊１ 2008年６月14日から７月２日18時（図の灰色部分）まで「平成20年（2008年）岩手・宮城内陸地震」

の影響により観測不能となっていました。 

＊２ 2008年７月２日18時から小安
お や す

観測点（山頂から北西約10km）で観測を開始しました。 

＊３ 2008年12月４日から旧耕英観測点で観測を再開しました。 

＊４ 2010年９月１日から耕英観測点（山頂から南東約４km、旧耕英観測点とほぼ同じ場所）で観測を開始し

ました。 

＊１ 

＊２ ＊３ ＊４ 

図４ 栗駒山 GNSS１）基線長変化図（2010年10月～2017年６月） 

・「平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震」に伴うステップを補正しています。 

・①～③は図６のGNSS基線①～③に対応しています。 

・グラフの空白部分は欠測を表しています。 

・各基線の基準値は補正等により変更する場合があります。 

・（国）は国土地理院の観測点を示します。 
１）GNSSとは Global Navigation Satellite Systemsの略称で、GPSをはじめとする衛星測位システム全般を示

します。 

 

「平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震」 

2010年10月１日 

解析開始 

2010年10月１日 

解析開始 

2010年10月１日 

解析開始 
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図５ 栗駒山 観測点配置図 

小さな白丸（○）は気象庁の観測点位置を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 栗駒山 GNSS観測点配置図 

小さな黒丸（●）は気象庁以外の機関の観測点位置を示しています。 

（国）：国土地理院 



栗駒山の火山機上観測結果について 

 

盛岡地方気象台 

 

盛岡地方気象台では岩手県の協力により、岩手県防災ヘリコプター「ひめかみ」に、岩手県

の火山活動に関する検討会委員や関係機関・自治体の方々と搭乗し、県内の活火山のうち、

栗駒山、岩手山、秋田駒ヶ岳について上空からの観察を実施しています。   

本年 3 月 12 日および４月 25 日に栗駒山を観察した結果、噴気や融雪域の状況に特段の変

化は認められませんでした。 

 

栗駒山 撮影ポイントと撮影方向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栗駒山山頂 
昭和湖

ゼッタ沢上流 

地獄釜

ゆげ山

須川温泉

剣岳 

Ｎ 

ゆげ山

昭和湖 

ゼッタ沢上流 

地獄釜 

栗駒山山頂 
地図出典：国土地理院 

① 

② 

撮影ポイントと撮影方向 

剣岳

【資料４】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （2017 年４月 25 日 北北西より撮影） 

ゆげ山 ① 
Ｎ 地獄釜

 （2017 年４月 25 日 北東より撮影） 

Ｎ 

昭和湖 

ゼッタ沢上流 

② 

【ゆげ山および地獄釜付近】

（撮影ポイント①） 

・ゆげ山で弱い噴気と融雪域を

確認しました。 

・地獄釜で融雪域を確認しま  

した。 

 

これらの状況について、特段の

変化は認められませんでした。 

【昭和湖およびゼッタ沢上流】

（撮影ポイント②） 

・ゼッタ沢上流で融雪域を確認 

しましたが、噴気は確認され 

ませんでした。 

・昭和湖では融雪域は確認され

ませんでした。 

 

これらの状況について、特段の

変化は認められませんでした。 

2017 年 4 月 25 日の観察状況 

2017 年 3 月 12 日の観察状況 

 （2017 年３月 12 日 北北西より撮影） 

Ｎ 

ゆげ山 
地獄釜

① 
【ゆげ山および地獄釜付近】

（撮影ポイント①） 

・ゆげ山で弱い噴気と融雪域を

確認しました。 

・地獄釜で融雪域を確認しま  

した。 

 

これらの状況について、特段の

変化は認められませんでした。 



【資料５】 

平成 29年度 栗駒山火山防災に係る取組について 

 

岩手県総務部総合防災室 

 

１ 栗駒山火山ハザードマップ(マグマ噴火等)作成【協議会事業】 

  「栗駒山でマグマ噴火等が発生した場合のハザードマップ」を作成。 

  なお、作成に当たっては、水蒸気噴火のマップとマグマ噴火等のマップを合体したものとする 

 か、別々にしたものとするかは、マグマ噴火等のマップの完成形が見えた時点で検討を行う。 

 (1) ハザードマップ作業部会の開催（２回） 

 (2) 作業部会等の開催に伴う資料作成検討会の開催（３回） 

 (3) 噴火史の解明に関する試料採取（４回） 

 (4) 幹事会の開催（２回） 

 (5) 協議会の開催（１回） 

 ○ スケジュール（案） 

月 取組内容（予定） 備考 

５月 資料作成検討会①【課題の共有】（31日） 有識者等 

７月 幹事会①及び現地調査【今年度の取組、他】（12～13日） 

試料採取【年代測定用試料を現地で採取】(中旬～８月中旬：４回) 

各幹事 

９月 資料作成検討会②【噴火現象等の検討】（下旬） 有識者等 

10 月 作業部会①【噴火現象等の決定】（上旬） 各作業部会委員 

11 月 資料作成検討会③【噴火・素案等の検討】（中旬） 有識者等 

12 月 作業部会②【噴火・素案等の決定】（中旬） 各作業部会委員 

２月 幹事会②【マップ素案の決定】（上旬） 各幹事 

３月 火山防災協議会【マップの決定】（中旬） 各協議会委員 

 ○ 費用負担及び予算額 

   関係自治体で負担。予算額は、16,200千円。 

 

２ 栗駒山火山ハザードマップ(水蒸気噴火)周知【市事業】 

 (1) 栗駒山火山ハザードマップ(水蒸気噴火)に係る説明会を開催（５月 16日）【栗原市】 

 (2) 栗駒山ハザードマップ(水蒸気噴火)説明会を開催（５月 17日）【一関市】 

 

３ 栗駒山の活動状況調査【岩手県事業】 

 (1) 防災ヘリ「ひめかみ」を使用した火山機上観測（年４回） 

 (2) 栗駒山現地調査（年２回） 

 (3) 岩手県の火山活動に関する検討会（年２回） 



栗駒山完新世（約1万年以内）の 
マグマ噴火実績調査の現状と方針 

2011年霧島新燃岳噴火 



１万年前以降の溶岩噴出が確
認されている地点 

剣岳 
栗駒山 

御駒山 



剣岳 



剣岳 



剣岳 

約５．２千年前、約６．０千年前の火山灰を新確認 

約６．４千年前より少し古い（？）火山灰を新確認 

（注）矢印は火山灰が厚く粗粒化する方向を示す 

2016年稜線でマグマ噴火の火山灰
を確認 



Sc-1:約５．２千年前 

Sc-２:約６．０千年前 

御駒山西方稜線のマグマ噴火の
火山灰 



Sc-1:約５．２千年前 

赤色スコリア 

火山灰は御駒山方向に厚く粗粒
化する 



約１．２万年前より古く、K-Ar年代は 
約３８万年前．火口地形なし． 
 

御駒山 

栗駒山 

御駒山方向に厚く粗粒化するが・・・ 



栗駒山 

栗駒山頂アグルチネートの年代は 
約１３万年前．火口地形なし． 
 

栗駒山方向に厚く粗粒化する 
火山灰を確認 



栗駒山頂東方のマグマ噴火の 
火山灰 

赤色スコリア 

約６．４千年前 

約５．９千年前 
約５．５千年前 

約３．６千年前 
約３．６千年前 

マグマ噴火（年代不明） 



このK-Ar年代は約１３万年前 
 

栗駒山頂アグルチネートは古い。
火口地形なし 



完新世（約１万年前以内）のマグマ噴火
地点は剣岳付近以外に見当たらない 

①御駒山以西（稜線）で約５．２千年前と約６．０千
年前のマグマ噴火の火山灰を2016年に確認 
 →噴火地点不明 
 →噴火地点に想定した御駒山頂のアグルチネート
は約１．２万年前より古く、K-Ar年代は約３８万年前．
火口地形なし． 
②栗駒山頂東で約６．４千年前より少し古い（？）マ
グマ噴火の火山灰を2016年に確認 
 →年代不明．噴火地点不明 
 →栗駒山頂アグルチネートのK-Ar年代は約13万年
前．火口地形なし． 
 
 



約１万年前以降の 
マグマ噴火地点はどこ？ 

剣岳 

栗駒山 

御駒山 X X １ 

２ 

３ 4 

火口地形 火口地形 



天狗平のスコ
リア層（一部
溶結か？） 





剣岳火口 



剣岳火口の確認 
（２０１７０６２８機上観測にて） 





剣岳南東火口 

剣岳 

剣岳南東火口 

昭和湖 



剣岳南東火口 



剣岳溶岩も
火口を構成 

剣岳南東火口 



剣岳南東火口からの噴出物か 

地点２ 

火口地形（直径：底で約200m、縁で約
350m．地形は新鮮） 



火口地形の縁の近く：地点２ 

降下スコリア（石質岩片多
量）または火砕流？？ 

PHD-８（噴石含む）．

風化帯を挟まずに
下位のスコリア層
に重なる．2013年9
月13日確認 
 



火砕流露頭地点３，４ 



火砕流露頭地点３、４ 



地点３（2008年9月25日確認） 

地点３右 
地点３左 



地点３右（2017年6月28日撮影） 

NPfl-1 

NPfl-2 



地点３左（2017年6月28日撮影） 

NPfl-1 

NPfl-2 



地点３左（2017年6月28日撮影） 

NPfl-1 

NPfl-2 



地点４（2007年6月3日確認） 



（2007年6月3
日撮影） 

地点４（2007年6月3日確認） 



現在のまとめ 
• 栗駒山稜線で２～３層のスコリア層を確認。稜線
に新期（約1万年以内）の火口地形は確認できな
い 

• 剣岳付近で「剣岳火口」、「剣岳南東火口」、「剣岳
北東火口」を確認。「剣岳南東火口」から噴出した
可能性のあるスコリア層を火口付近で確認 

• ゼッタ沢沿いで火砕流堆積物２層を確認 

現地調査とHM作成方針 
• スコリア層、火砕流堆積物の年代を確認する 
• スコリア層、火砕流堆積物と剣岳溶岩の化学組成
の類似性の有無を確認する 

  →総合解析しHM作成条件を決定 
 
 



 

平成 30年度以降の栗駒山火山防災に係る取組（案） 

 

岩手県総務部総合防災室 

 

 平成 30 年度以降の栗駒山に係る火山防災対策について、活動火山対策特別措置法に基づき、火

山地域の関係者が一体となり、専門的知見を取り入れながら、警戒避難体制の構築を図ることとし、

次のとおり取組みを実施する。 

年度 実施主体 取組内容（予定） 

平成28年度 栗駒山火山防

災協議会 

【ハザードマップの作成】 

水蒸気噴火が発生した場合に想定される災害状況について作成 

平成29年度 栗駒山火山防

災協議会 

【ハザードマップの作成】 

マグマ噴火等が発生した場合に想定される災害状況について作成 

【ハザードマップの周知等】 

水蒸気噴火を想定したハザードマップの、観光客や登山者等への

周知方法等について、検討し実施 

平成30年度 気象庁（仙台管

区気象台）、 

栗駒山火山防

災協議会 

【噴火警戒レベルの設定】 

噴火活動の段階に応じた入山規制・避難等を協議し設定 

 ① 検討組織：作業部会により、必要な検討を実施 

 ② 費用負担：特になし 

栗駒山火山防

災協議会 

【避難計画の作成】 

避難場所、避難経路、避難手段等、火山地域全体の避難対応をま

とめた計画を作成 

 ① 検討組織：作業部会により、必要な検討を実施 

 ② 費用負担：関係自治体間で協議 

【ハザードマップの周知等】 

水蒸気噴火及びマグマ噴火等を想定したハザードマップの、観光

客や登山者等への周知方法等について、検討し実施 

平成31年度 栗駒山火山防

災協議会 

【火山防災マップの作成】 

避難計画を踏まえ、ハザードマップに、避難場所、避難経路など、

住民等が避難するために必要な防災情報を付加したマップを作成 

 ① 検討組織：作業部会により、必要な検討を実施 

 ② 費用負担：関係自治体間で協議 

市町村 【市町村地域防災計画の修正】 

「避難確保計画」を作成すべき避難促進施設等の名称等を規定 

（施設等と連携を図り、防災対策を実施） 

平成32年度

以降 

避難促進施設

の管理者等 

【避難確保計画の作成】 

避難促進施設（集客施設、要配慮者利用施設等）の管理者等によ

る計画の作成 

（施設利用者等へ周知を図り、防災対策を実施） 

 ※ その他に、各種事業の進捗に合わせて、県及び市町村の地域防災計画を随時修正。 

【資料７】 



 

 

栗駒山火山防災協議会現地調査概要 
 

岩手県総務部総合防災室 

１ 目的 

  栗駒山の現地調査により、これまでの噴火状況や現状について確認を行うもの。 

２ 日時 

  平成 29 年７月 13 日（木）9 時 00 分から 12 時 00 分 

３ 参加者 

  ２７名（内訳は別紙のとおり） 
  （連絡先） 岩手県総合防災室：019-629-5162  一関市消防本部防災課：0191-25-0119 
        須川高原温泉：0191-23-9337 
        担当①（岩手）横森：090-9747-2671 担当②（岩手）内記：090-6853-4062 

４ 日程表 

時 間 日     程 備     考 

7/13（木）   
 7：30 ホテル発 現地へ移動開始 
 8：30 須川高原着 現地調査準備 
 9：00 ①須川温泉発 現地調査開始 

 9：40 ②ゼッタ沢  
 10：00 ③地獄谷  
 10：20 ④昭和湖【⑤剣岳を眺望】 休憩等約 20 分 
 10：40 ④昭和湖発  
 11：10 ⑥ゆげ山  
 11：50 ①須川温泉付近【源泉を視察】  
 12：00 ①須川温泉着 現地調査終了 

 【解散】各自、昼食又は移動  
 須川高原～JR 一関駅 ⇒ １時間程度  

※ 時間は移動予定時間であり、天候や状況により変更となる場合があること。 

５ 現地調査 

  現地調査に当たっては、２班を設定するので、希望する班に同行すること。 

  動向の際は、班長等の指示に従って、行動すること。途中で班を変更する際は、必ず班長等へ 

 報告すること。 

 ① Ａ班（先行）：【班長】土井教授（岩手大学）、【副班長】和田課長（岩手県） 

 ② Ｂ班（後行）：【班長】齋藤教授（岩手大学）、【副班長】横森主査（岩手県） 

６ 各自装備・荷物等 

 ① 雨衣等 

 ② 非常食及び飲料 

 ③ ヘルメット 

 ④ その他、登山に必要と思われるもの 

７ その他 

  解散後の近隣の昼食場所として、須川高原温泉の食堂が営業中であること。 

【資料８】 



【7/13現地調査行程イメージ】 
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栗駒山火山防災協議会 平成29年度幹事会・合同現地調査 参考図面 平成29年7月12-13日 
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